
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務文教常任委員会・総合計画・財政・教育・保育・文化財・選挙など 

民生福祉常任委員会・健康・福祉・環境・市民生活・防災・医療保険など 

産業建設常任委員会・農林業・河川・道路・商工・観光・上下水道など 

議会運営委員会  ・議会の円滑な運営など 

議会広報特別委員会・議会広報誌「丹波篠山市議会だより」の編集・発行など 

 

 

申込締切：開催予定日の１か月前まで 

・申込対象    ：市内在住・在勤または在学の方や、市内で活動する団体や企業等 

・意見交換のテーマ：申込み団体の希望テーマ 

・開催日時等   ：随時開催予定（土日も可能。但し、要日程調整） 

          １時間半程度（午前 10時から午後 9時まで） 

          開催日時や開催場所等は、調整して決定 

          （本会議等を開催している期間中や、公務の都合などにより 

お受けできない日もありますが、可能な限り調整します。 

まずは、議会事務局にご相談ください。） 

・申込方法    ：裏面の参加申込書に記入して必要書類を議会事務局へ提出 

・その他     ：個人の要望や苦情はお聴きできませんので、ご了承ください。 

そもそも委員会とは・・・「本会議」で提案された議案や所管している事業など、専門性を

もって審査・調査・研究するために、少数の議員で構成される機関です。 

 なぜ、委員会ごとに意見交換するの？・・・例えば教育関係なら総務文教常任委員会が所

管していますので、全議員で意見交換するよりも具体的な意見交換ができます。 

 また、必要であれば調査研究を進めて、委員長から「本会議」で報告することもできます。 

「こんな取組があったら 

地域がもっと 

活性化すると思う！」 

 
 

「こんなものがあれば、 

観光客やふるさと納税が 

増えるんちゃう？」 

 

丹波篠山にある 

こんなお店やイベント 

知っていますか？！ 



 

参 加 申 込 書 

   ◇お申込み団体様は、①参加申込書②規約など団体概要のわかる書類を提出してください。（「仲良し 

グループ」などで②が無い団体の場合、③反社会的団体ではない旨の誓約書を提出してください。） 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染状況や、開催が困難であると判断された場合は、中止とさせて 

いただくことがあります。 

※テーマによって意見交換をさせていただく委員会を決定します。お申込み団体様には事務局にて 

受付後、調整や確認等のために該当する委員長から代表者様にご連絡させていただきます。 

※「議員と語る会」の様子は、議会広報紙等に掲載させていただきます。 

詳しくは丹波篠山市議会のホームページをご確認ください     ⇒ 

 

 

ふりがな 

代表者氏名 

 代表者 

電話番号 

 

 

代表者住所 

〒（    -     ）   

 

ふりがな 

団体名 

 

 

※簡易なもので構いませんので、ご記入ください。 

 

参加人数 

   

     人 

※概ね 10人まで 

開催希望 

日時 

第１希望   月   日（  ）    時   分から    時   分まで 

第２希望  月   日（  ）    時   分から    時   分まで 

開催希望 

場所 

 

 

※希望会場は市内に限定します。希望がなければ市役所内の会議室を予定しています。 

意見交換 

テーマ 

※意見交換の内

容を箇条書きで

ご記入くださ

い。 

 「                                            」  

・ 

・ 

・ 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 

・総合計画 

・学校教育・保育 

・文化財・選挙など 


